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アメリカにおける内部者取引規制の法理（島袋）4１

序
論

一
、
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展

、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
特
色
と
限
界
．

⑪
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理

②
特
色
と
限
界

引
の
。
。
」
毒
ご
く
・
シ
思
い
、
旨
ケ
ー
ス
（
以
上
第
一
二
号
）

口
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
罰
巨
］
の
Ｓ
丁
切
の
下
に
お
け
る
発
展

⑪
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁
止
規
定
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
と
の
関
係

②
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
胃
一
の
ら
ず
－
ｍ
と
内
部
者
取
引
（
以
上
第
二
二
号
）

曰
ｏ
⑪
身
・
再
号
の
円
厨
お
よ
び
『
の
菌
⑪
○
■
］
（
、
巨
一
昌
員
ケ
ー
ス
の
意
義

⑪
事
件
の
概
要

②
意
義

二
、
内
部
者
の
民
事
責
任

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理

ｌ
内
部
者
の
民
事
責
任
を
中
心
と
し
て
ｌ
田
㈲島
袋
鉄
男



琉大法学第25号 (1979） 4２

曰
司
『
一
」
己
○
写
ご
・
国
国
」
（
Ｃ
ａ
・
切
危
「
．
堅
い
ｓ
（
⑦
二
９
句
・
』
①
乱
〉
・
月
『
［
・
《
一
目
一
の
」
・
弓
ｍ
・
○
（
・
ゴ
ョ
（
屋
ゴ
）
．

⑪
事
実
の
概
要

の
判
旨
（
以
上
前
号
）

四
市
場
取
引
と
民
事
責
任
②
ｌ
判
例
お
よ
び
学
説
の
検
討

Ｈ
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
両
巨
一
の
二
ケ
－
ｍ
と
黙
示
の
私
訴
権
〈
言
己
一
一
巳
ロ
ュ
く
員
の
１
ｍ
言
。
｛
：
二
．
己
）

口
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
両
ロ
一
の
Ｓ
７
ｍ
の
下
に
お
け
る
私
訴
権
の
要
件
と
市
場
取
引
に
お
け
る
問
題
点
（
以
上
第
二
三
号
）

三
市
場
取
引
と
民
事
責
任
⑪
ｌ
判
例

三）（．Ｈ

Ｈ
緒
言

。
の
訂
【

損
害
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
見
解
（
Ｚ
・
勺
ュ
ご
胃
の
宛
の
：
こ
の
ご
）
ｌ
立
法
の
必
要
性

損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
す
る
見
解

⑪
そ
の
法
理
と
問
題
点

⑭
違
法
状
態
の
下
で
取
引
を
し
た
者
す
べ
て
に
全
損
害
の
回
復
を
認
め
る
方
法
（
図
一
一
幻
月
。
こ
の
『
】
［
。
シ
一
一
『
国
鳥
『
、

□
臣
ユ
コ
昶
宅
の
旦
。
」
。
〔
ご
ざ
一
四
二
。
ご
）

③
内
部
者
と
当
事
者
関
係
に
あ
る
者
に
の
み
損
害
の
回
復
を
認
め
る
方
法
（
宛
の
８
く
の
星
（
・
ゴ
ゴ
目
の
冒
勺
『
一
三
ミ
ニ
一
二

旧
判
旨

の
う
回
つ
一
『
。
『
．
こ
の
『
『
二
一
Ｆ
望
。
の
戸
で
一
の
『
８
．
句
の
ゴ
ゴ
の
司
俸
の
三
コ
二
巻
三
。
・
・
←
⑪
、
『
・
酒
」
砲
砲
⑭
（
屋
０
－
『
．
ご
司
令
一

山
事
実
の
概
要

問
題
の
所
在
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Ｈ
問
題
の
所
在

（
１
）

（
２
）

の
冨
亘
葛
・
判
決
お
よ
び
『
同
一
」
『
一
・
ず
判
決
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
証
券
取
引
所
の
よ
う
な
非
個
性
的
市
場
に
お
い
て
内
部
者
取

引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
内
部
者
に
対
し
て
、
証
券
取
引
所
法
が
明
定
す
る
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
に
よ
る
刑
事
上
、
行
政

上
の
処
分
の
ほ
か
に
、
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
閃
昌
の
Ｓ
す
‐
、
の
下
で
裁
判
所
の
判
決
を
通
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
私

的
な
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
で
に
判
例
上
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
麺
一
○
条
ｂ
項
お

よ
び
召
一
の
ぢ
ず
‐
、
の
下
に
お
け
る
私
的
損
害
賠
償
請
求
訴
権
の
成
否
が
、
と
く
に
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い

て
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
取
引
の
も
つ
特
殊
性
と
そ
こ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
も
つ
特
性
か
ら
、
一
○

条
ｂ
項
お
よ
び
宛
巨
一
の
Ｓ
７
ｍ
の
下
で
私
的
損
害
賠
償
請
求
訴
権
を
認
め
る
に
つ
い
て
根
拠
と
さ
れ
た
法
理
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
不

法
行
為
理
論
（
一
・
耳
二
の
。
ご
）
の
適
用
に
つ
い
て
、
理
論
上
問
題
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
不
法
行
為
理
論
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請

求
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
内
部
者
取
引
が
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
幻
巨
一
の
』
ニ
ー
、
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
要
件
の

ほ
か
に
、
損
害
の
填
補
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
、
す
な
わ
ち
、
少
く
と
も
当
事
者
関
係
（
頁
冒
ご
）
、
信
頼
（
『
の
一
冒
月
の
）
お

く
４
）

よ
び
因
果
関
係
（
ｏ
回
巨
、
画
ご
ｃ
亘
）
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｈ四
、

｛
写
の
閂
ヨ
⑫
一
己
の
『
）

叩
す
べ
て
の
取
引
者
に
制
限
的
な
損
害
の
回
復
を
認
め
る
方
法
（
Ｅ
ヨ
ー
〔
の
」
”
の
：
こ
の
旦
吊
。
『
シ
ニ
『
『
且
の
『
⑩
）

四
連
邦
証
券
法
典
案
の
解
決
方
法

結
論
〈
以
上
本
号
、
完
）

市
場
取
引
と
民
事
責
任
②
ｌ
判
例
お
よ
び
学
説
の
検
肘
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内
部
者
取
引
が
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
再
昌
の
』
ｓ
‐
切
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ

（
５
）

（
６
）

審
決
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
で
、
内
部
情
報
の
利
用
そ
の
も
の
の
も
つ
違
法
性
が
証
券
取
引
に
お
け
る
情
報

の
均
等
性
と
い
う
要
請
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
〃
開
示
ま
た
は
断
念
〃
の
原
則
（
《
《
＆
ｍ
Ｄ
－
ｏ
ｍ
の
。
『
：
⑪
国
ご
冨
目
｝
の
）

が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
部
者
取
引
が
、
証
券
取
引
所
法
が
ま
さ
に
規
制
の
対
象
と
し
た
証
券
取
引
所
や
活
発
な
店
頭
市

｛
『
Ｉ
）

場
の
よ
う
な
非
個
性
的
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
〈
ロ
に
も
違
法
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
非
個
性
的
市

場
に
お
け
る
取
引
の
も
つ
特
殊
性
、
す
な
わ
ち
、
大
量
の
取
引
が
証
券
会
社
（
耳
・
云
円
‐
」
８
｝
の
『
）
を
通
じ
て
継
続
的
、
反
覆
的
に

行
わ
れ
る
証
券
取
引
所
や
店
頭
市
場
に
お
け
る
取
引
で
は
、
あ
る
取
引
日
に
出
さ
れ
る
特
定
の
証
券
に
対
す
る
大
量
の
充
注
文
と
買

注
文
を
つ
き
合
わ
せ
、
最
終
的
に
売
主
と
買
主
を
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
場
合
に
は
、
あ
る
売
主
や
買
主

の
特
定
の
証
券
が
実
際
に
ど
の
買
主
や
売
主
に
売
り
、
買
い
さ
れ
た
の
か
を
明
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
場
合
さ
え
あ
り
、
そ
れ
が

た
と
え
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
取
引
の
相
手
方
が
誰
で
あ
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
全
く
偶
然
的
な
性
質
を
有
す
る
に
す
ぎ

ず
、
そ
の
取
引
に
と
っ
て
あ
ま
り
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
と
い
う
性
質
か
ら
し
て
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
取
引
に
お
い
て
は
、

相
対
取
引
に
お
け
る
と
同
じ
意
味
で
売
主
、
買
主
間
の
関
係
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
禍
害
賠
償
責
任
の
追
求

（
８
）

に
必
要
な
当
事
者
関
係
〈
己
司
一
ご
身
）
を
厳
格
に
要
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
ま
ず
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

非
個
性
的
市
場
取
引
に
お
い
て
は
、
投
資
者
は
、
投
資
対
象
会
社
の
公
表
す
る
資
料
か
ら
得
ら
れ
た
当
該
会
社
の
財
産
状
態
や
経
営

の
状
態
に
対
す
る
彼
自
身
の
判
断
や
市
場
の
一
般
的
動
向
を
基
礎
に
し
、
時
に
は
証
券
会
社
や
証
券
外
務
員
や
投
資
顧
問
等
の
助
言

や
他
人
か
ら
の
内
報
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
直
観
に
た
よ
っ
て
投
資
決
定
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
相
対
取
引
の
場
合
の
よ
う
な
取
引

（
９
）

の
相
手
方
を
信
頼
し
て
投
資
決
定
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す
る
余
地
は
全
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
重
要
な
内
部

情
報
が
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
投
資
者
が
損
害
を
譲
る
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
情
報
の
不
開
示
が
証
券
取
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内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
内
部
者
が
負
う
べ
き
責
任
の
範
囲
に
関
し
て
問
題
が
生
じ
て

く
る
。
非
個
性
的
市
場
に
お
い
て
は
、
当
事
者
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
偶
然
的
な
性
格
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
か

ら
、
内
部
者
が
負
う
べ
き
責
任
の
相
手
方
を
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
定
め
る
か
に
つ
い
て
ま
ず
問
題
が
生
じ
、
た
と
え
ば
、

内
部
者
取
引
が
行
わ
れ
た
時
に
取
引
を
し
た
者
と
い
う
基
準
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
内
部
者
が
実
際
に
取
引
を
し
た
証
券
の
量
を
こ

え
る
量
の
証
券
を
売
買
し
た
者
が
相
手
方
と
な
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
損
害
の
全
額
に
つ
い
て
内
部
者
が
責
任
を
負
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
内
部
者
の
負
う
賠
償
額
は
非
常
に
莫
大
な
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
内
部
者
が
負
う
べ
き
賠

償
額
を
、
た
と
え
ば
、
内
部
者
が
売
買
し
た
証
券
の
範
囲
に
限
定
し
、
そ
れ
を
権
利
者
間
で
分
配
す
る
と
す
れ
ば
、
権
利
者
の
側
か

ら
み
る
と
損
害
の
全
額
の
回
復
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
損
害
の
回
復
方
法
が
、
は
た
し
て
不
法
行
為
理
論
上

（
皿
）

認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

引
所
法
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
開
示
に
関
す
る
現
行
法
制
の
下
で
会
社
に
許
さ
れ
た
範
囲
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
投
資
者
が
蒙
る

損
害
は
投
資
者
が
負
う
べ
き
投
資
危
険
だ
と
さ
れ
る
わ
け
で
、
開
示
ま
た
は
断
念
の
原
則
の
下
で
も
こ
の
危
険
性
が
な
く
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
内
部
者
が
こ
の
原
則
を
遵
守
し
て
取
引
を
断
念
し
た
場
合
に
は
投
資
者
が
こ
の
危
険
を
負
担
す
べ
き
こ
と

に
な
り
、
そ
の
意
味
で
、
内
部
者
が
取
引
に
入
っ
て
き
た
こ
と
は
投
資
者
の
損
害
の
原
因
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
投
資
者
は
内

部
者
取
引
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
取
引
を
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
は
た
し
て
、
内
部
者
取
引
と
投
資
者
の
蕊
っ
た
損
害
と
の
間
に
因

〈
川
〉

果
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
取
引
に
お
い
て
は
、

（
Ⅲ
）

通
常
、
当
事
者
関
係
は
存
在
せ
ず
、
信
頼
を
問
題
と
す
る
｝
」
と
も
無
意
味
で
あ
り
、
因
果
関
係
も
不
確
か
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
そ

こ
に
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
、
内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
存
否
を
問
題
と
す
る
際
の
法
理
論
上
の
問
題

が
存
在
す
る
。



(1979）琉大法学第25号 4６

、
冨
已
『
ｏ
判
決
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
違
法
性
を
認
め
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
判
例

（
⑬
）

の
法
理
と
不
開
示
（
ロ
・
ロ
ー
」
一
⑪
。
｝
。
⑪
目
の
）
の
場
合
の
信
頼
お
よ
び
因
果
関
係
に
関
す
る
シ
房
］
冒
庁
の
」
ご
扇
ケ
ー
ス
に
お
け
る
連
邦
最

（
Ｍ
）

高
裁
判
所
の
法
理
を
結
ム
ロ
せ
し
め
て
、
内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
し
た
も
の
で
、
判
決
自
身
が
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

（
旧
）

は
そ
れ
ま
で
の
判
例
法
理
の
論
理
的
な
帰
結
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
そ
れ
に
対
し
て
同
同
一
」
『
】
：
判
決
は
、
再
巨
一
の
Ｓ
す
‐
、
の
下
に

お
け
る
損
害
賠
償
請
求
訴
権
の
要
件
に
関
し
て
、
伝
統
的
な
制
限
的
な
解
釈
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
の
傾
向
に

（
燗
）

否
定
的
な
結
論
を
下
し
て
い
る
。
句
周
一
」
１
。
》
判
決
は
、
判
例
と
し
て
は
例
外
的
な
少
数
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
非
個
性
的

市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
な
法
理
上
の
難
点
が
存
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
○
・
三
目
自
国
８
門
の
間
で
は
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
数
多
く
表
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
開
示
ま

た
は
断
念
の
原
則
の
下
で
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
が
有
す
る
特
殊
性
、
と
く
に
、
相
対
取
引
を
前
提
と
し
た
従
来

の
不
法
行
為
理
論
で
は
十
分
に
規
制
し
え
な
い
側
面
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
に
対
す
る
有
効
、
妥
当
な
規
制
方
法
を
検
討
す

里
昌
一
『
◎
判
決
は
内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
し
た
が
、
内
部
者
が
負
う
べ
き
具
体
的
な
賠
償
額
に
つ
い
て
は
判
断
せ
ず
、

（
腕
〉

そ
の
決
定
を
含
め
て
妥
当
な
救
済
方
法
の
形
成
を
地
方
裁
判
所
に
委
ね
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
内
部
者
の
賠
償

額
が
莫
大
な
も
の
と
な
る
（
い
わ
ゆ
る
〃
（
ご
『
：
◎
己
昌
一
厨
宣
一
一
口
葛
）
と
い
う
内
部
者
の
主
張
を
留
意
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
と

（
胴
）

し
て
、
こ
の
判
決
が
内
部
者
の
責
任
の
範
囲
に
つ
い
て
何
ら
か
の
制
限
が
課
さ
れ
る
｝
」
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
非
個
性
的
市
場
取
引
に
お
け
る
内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
場
合
で
も
、
ど
の
範
囲
で
こ
れ
を

認
め
る
か
と
い
う
｝
」
と
に
つ
い
て
難
し
い
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
方
法
が

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
方
法
が
不
法
行
為
理
論
を
は
じ
め
と
し
た
既
存
の
法
理
論
で
十
分
に
説
明
し
う
る
も
の
か
否
か
問
題
と

べ
き
こ
と
を
王
張
し
て
い
る
。
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な
る
。
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
の
連
邦
証
券
法
典
案
（
シ
ロ
》
可
の
」
の
国
］
、
の
。
冒
菖
８
○
・
」
の
．
『
：
冨
身
の
□
国
津
）
は
、
こ
れ
に

つ
い
て
、
賠
償
額
の
制
限
と
按
分
比
例
（
｝
一
冒
目
ご
◎
口
自
９
頁
Ｃ
Ｈ
：
◎
国
。
｛
『
の
８
己
の
ｑ
）
と
い
う
方
法
を
提
示
し
て
い
る
が
、
非

個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
も
つ
性
質
と
関
連
せ
し
め
て
、
別
の
方
法
も
○
・
ヨ
ョ
の
員
胃
・
同
の
間
で
示
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）

口
損
害
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
見
解
（
二
・
勺
『
ご
胃
の
罰
の
８
ぐ
の
『
］
）
ｌ
立
法
の
必
要
性

非
個
性
的
市
場
で
の
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
際
に
生
ず
る
難
点
、
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、

損
害
賠
償
請
求
権
者
の
確
定
に
つ
い
て
必
ず
し
も
合
理
的
な
基
準
が
存
し
な
い
こ
と
、
他
方
で
は
、
内
部
者
が
負
う
べ
き
損
害
賠
償

額
に
つ
い
て
そ
の
算
定
や
範
囲
に
関
し
て
不
当
な
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
理
由
に
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
対
す

る
規
制
手
段
の
一
つ
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
権
を
認
め
る
こ
と
の
妥
当
性
を
疑
問
視
す
る
見
解
は
、
内
部
者
取
引
の
違
法
性
が
、

ご
］
の
ぢ
ず
１
ｍ
の
下
で
、
証
券
取
引
に
お
け
る
情
報
の
均
等
性
と
い
う
法
理
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
、
宛
ロ
ー
の
こ
す
‐
、
が
非
個
性
的

市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
を
規
制
す
る
根
拠
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
時
か
ら
○
・
冒
冒
自
国
８
『
の
間
で
表
明
さ
れ
て
き

（
、
）

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
論
理
的
に
は
（
ロ
ロ
ロ
｝
葛
：
一
一
里
）
説
得
力
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
見
解
を
採
る
と
、
証

券
取
引
所
法
や
晋
一
の
こ
す
‐
可
が
ま
さ
に
規
制
の
対
象
と
し
た
証
券
取
引
所
に
お
け
る
取
引
を
適
用
範
囲
か
ら
除
外
し
て
し
ま
う
と

（
幻
）

い
う
皮
肉
な
結
果
と
な
り
、
と
う
て
い
裁
判
所
が
採
り
う
る
見
解
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
司
司
己
同
】
ロ
ゴ
ヶ
ー
ス
は

き
わ
め
て
異
例
の
ケ
ー
ス
と
い
え
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
見
解
も
、
も
ち
ろ
ん
、
内
部
者
取
引
を
規
制
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の

で
は
な
く
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
取
引
の
も
つ
特
殊
性
に
鑑
み
る
と
き
、
損
害
賠
償
請
求
訴
権
を
認
め
る
こ
と
が
、
内
部
者
取

引
規
制
の
手
段
と
し
て
有
効
か
つ
適
切
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
救
済
方
法
と
し
て
の
私
訴
権
の
妥
当
性
を
問
題
と
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
も
つ
違
法
性
の
特
質
を
明
確
に
し
、
こ
れ
に
対
す
る
妥
当
な
規
制
方
法
に
つ
い

て
、
立
法
の
必
要
性
を
含
め
て
問
題
と
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
ら
の
見
解
は
、
不
法
行
為
理
論
の
下
で
損
害
賠
償
請
求
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
非
個
性

的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
場
合
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
難
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
ず
当
事
者
関
係
に
関
し
て
は
、
非

個
性
的
市
場
取
引
に
お
い
て
は
取
引
当
事
者
が
直
接
に
相
対
せ
ず
、
最
終
的
に
特
定
さ
れ
る
売
主
、
買
主
と
い
う
関
係
も
そ
の
取
引

に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
性
質
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
内
部
者
が
取
引
を
し
た
と
同
じ
時
期
に
、
同
じ
証
券
を
売
買
し
た
者
の

中
か
ら
、
た
ま
た
ま
内
部
者
の
相
手
方
と
な
っ
た
者
（
い
わ
ゆ
る
頁
目
こ
の
認
め
ら
れ
る
者
）
を
特
定
し
、
そ
の
者
に
だ
け
損
害

の
回
復
を
認
め
る
こ
と
は
、
相
手
方
と
な
っ
た
こ
と
自
体
が
偶
然
的
な
結
果
で
あ
る
以
上
、
そ
の
者
に
思
わ
ぬ
利
得
（
菖
己
｛
四
一
一
）

（
型
｝

を
与
巨
え
る
こ
と
に
な
っ
て
不
当
で
あ
る
。
信
頼
に
関
し
て
は
、
取
引
に
当
っ
て
投
資
者
（
当
事
者
）
は
与
え
ら
れ
た
状
況
の
下
で
自

己
の
判
断
に
基
づ
い
て
投
資
決
定
（
取
引
を
す
る
か
否
か
）
を
す
る
の
で
あ
っ
て
、
取
引
の
相
手
方
の
存
在
も
し
く
は
そ
の
行
為
を

投
資
決
定
の
過
程
に
関
連
せ
し
め
る
要
素
は
全
く
な
く
、
相
手
方
の
表
示
も
し
く
は
沈
黙
（
二
・
ゴ
ー
島
⑪
。
］
Ｃ
⑪
旨
の
）
に
対
す
る
信
頼
を

問
題
と
す
る
余
地
が
な
い
。
も
し
、
内
部
者
取
引
の
よ
う
な
不
正
な
行
為
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
前
提
の
下
に
取
引
を
し
た
と

い
う
意
味
で
信
頼
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
、
内
部
者
取
引
が
行
わ
れ
た
時
に
取
引
に
参
加
し
た
者
す
べ
て
が
信
頼
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
者
が
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
っ
た
と
い
う
べ
く
、
す
べ
て
の
者
に
損
害
の
回
復
が
認
め
ら
れ
な

（
四
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ｂ
因
果
関
係
に
つ
い
て
も
疑
問
が
生
ず
る
。
投
資
者
は
一
般
的
に
利
用
し
う
る
情
報
に
基
づ

い
て
投
資
決
定
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
会
社
に
情
報
の
不
開
示
が
許
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
投
資
者
の
利
用
し
う
る
情
報
は
必
ず
し

も
完
全
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
不
完
全
な
情
報
の
下
で
投
資
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
種
の
投
資
危
険
を
す
べ
て
の

投
資
者
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
違
法
な
内
部
者
取
引
が
介
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
右
の
よ
う
な
状
態
に
何
ら
変
化
を
も
た

ら
す
も
の
で
は
な
い
。
内
部
者
取
引
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
投
資
者
は
あ
る
投
資
決
定
を
な
し
た
は
ず
で
あ
り
、
投
資
決
定
の
過
程

に
と
っ
て
内
部
者
取
引
そ
の
も
の
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。
情
報
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
証
券
の
価
格
に
変
動
が
生
じ
、
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そ
の
結
果
が
投
資
者
に
損
害
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
が
、
情
報
の
開
示
が
遅
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
蕊
る
こ
の
よ
う
な
投
資
者
の
損

害
は
内
部
者
取
引
の
存
在
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
投
資
者
の
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
情
報
の
開
示

（
あ
る
い
は
不
開
示
）
そ
の
も
の
で
あ
り
、
内
部
者
取
引
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
内
部
者
取
引
と
椙
害
と
の
間

（
型
）

に
因
果
関
係
あ
り
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
し
、
か
り
に
、
の
冨
口
】
旬
○
判
決
の
よ
う
に
、
内
部
者
が
情
報
を
開

示
し
て
お
れ
ば
別
の
投
資
決
定
を
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
因
果
関
係
あ
り
と
考
え
る
な
ら
ば
、
実
際
に
証
券
の
売
買
を
し
た

者
に
か
ぎ
ら
ず
、
情
報
開
示
が
な
か
っ
た
た
め
に
取
引
を
思
い
止
ま
っ
た
者
も
同
じ
よ
う
に
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
禍
害
を
蕊
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
、
例
え
ば
、
価
値
の
下
っ
た
証
券
を
売
却
せ
ず
に
持
っ
て
お
く
と
い
う
決
定
を
す

〈
錫
）

る
こ
と
は
、
そ
の
証
券
を
買
付
け
る
決
定
を
す
る
こ
と
と
潜
在
的
危
険
性
に
お
い
て
は
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
分
折
の
結
果
か
ら
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
非
個
性
的
市
場
に
お
い
て
内
部
者
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
内
部
者
に

対
し
て
、
他
の
一
般
投
資
者
と
区
別
し
て
特
別
に
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
塩
釜
ロ
を
蒙
っ
た
と
し
て
賠
償
請
求
を
な
し
う
る
者
を
特
定

（
調
）

〈
野
）

す
る
こ
と
は
で
き
ボ
、
｝
」
の
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
投
資
者
が
正
当
な
利
害
関
係
を
有
し
て
い
る
と
い
う
べ
く
、
損
害
を
蒙
っ
た

（
鋤
）

と
す
れ
ば
投
資
者
が
全
体
と
し
て
（
四
ｍ
“
・
一
口
、
の
）
損
害
を
蕊
っ
た
と
い
う
べ
き
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
内
部
者
取
引
は
証
券
市
場

（
粉
）

組
織
に
対
す
る
侵
害
（
且
こ
こ
一
・
ｍ
の
２
『
一
二
の
⑪
日
日
天
の
【
⑩
扇
芹
の
目
）
で
あ
り
、
市
場
の
完
全
性
（
二
の
ヨ
庁
の
閂
昼
・
｛
号
の

〈
弧
）

目
四
円
声
の
芹
）
に
対
す
る
侵
害
行
為
で
あ
る
と
す
る
。
内
部
者
が
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
利
得
す
る
の
は
、
特
定
の
者
の
不
当
な
犠
牲

に
よ
っ
て
と
い
う
よ
り
も
、
連
邦
法
の
下
で
連
邦
機
関
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
公
の
市
場
を
不
正
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

（
釦
）

利
得
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
こ
の
利
得
は
も
ち
ろ
ん
剥
奪
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
通
常
の
市
場
危
険

（
ご
自
己
画
一
：
司
云
の
〔
同
一
、
表
）
に
帰
せ
ら
れ
る
損
害
以
上
の
も
の
と
は
い
え
な
い
損
害
し
か
蒙
っ
て
い
な
い
取
引
者
の
中
の
特
定
の

（
錘
）

者
に
対
し
て
損
車
回
の
回
復
を
認
め
る
こ
と
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
。
私
訴
権
を
認
め
る
こ
と
が
証
券
取
引
所
法
一
○
条
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ｂ
項
お
よ
び
幻
巨
一
の
Ｓ
７
ｍ
の
目
的
を
遂
行
し
、
違
反
行
為
を
抑
止
す
る
最
も
効
果
の
あ
る
方
法
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

私
訴
権
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
法
理
上
の
難
点
が
あ
り
、
そ
れ
が
損
害
の
填
補
を
こ
え
て
違
反
者
に
対
す
る
懲
罰
的
な
性
格
を
有

す
る
負
担
を
課
す
可
能
性
が
存
す
る
場
合
に
は
、
法
の
有
効
な
執
行
の
た
め
の
よ
り
直
接
的
な
、
明
確
な
方
法
を
立
法
等
を
含
め
て

〈
露
）

考
え
る
べ
き
で
、
こ
の
よ
う
な
場
〈
ロ
に
ま
で
私
訴
権
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
非
個

性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
を
、
既
存
の
法
理
で
は
処
理
し
え
な
い
、
新
し
い
救
済
方
法
を
必
要
と
す
る
新
し
い
問
題
だ
と
捉

〈
鋼
）

宮
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

口
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
す
る
見
解

⑪
そ
の
法
理
と
問
題
点
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
内
部
者
の
損
害
賠
俄
責
任
を
肯
定
す
る
た
め
に

は
、
冒
一
の
Ｐ
Ｓ
‐
、
の
下
で
私
訴
権
を
認
め
る
根
拠
と
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
不
法
行
為
理
論
上
要
求
さ
れ
る
要
件
を
立
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
な
か
で
も
、
信
頼
お
よ
び
因
果
関
係
の
要
件
は
、
非
個
性
的
市
場
取
引
の
特
質
を
考
え
る
と
、
そ
の
立
証
は
極
め
て

困
難
で
あ
る
。
内
部
者
取
引
の
場
合
に
は
内
部
者
の
不
開
示
（
ロ
・
ロ
ー
ｓ
⑪
。
｝
・
叩
目
の
）
が
問
題
と
な
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
不
開

示
に
対
す
る
信
頼
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
当
事
者
が
相
対
し
な
い
非
個
性
的
市
場
取
引
の
場
合
に
は
、

こ
の
立
証
は
不
可
能
に
近
い
。
、
ゴ
：
】
『
Ｃ
判
決
は
、
シ
｛
｛
一
一
一
員
の
」
胃
の
ケ
ー
ス
の
法
理
、
す
な
わ
ち
、
重
要
性
（
目
胃
の
同
国
一
一
ご
）

〈
箔
）

か
ら
信
頼
を
推
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
理
に
よ
る
場
ム
ロ
に
は
、
こ
れ
に

よ
っ
て
必
然
的
に
損
害
賠
償
請
求
を
な
し
う
る
者
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
実
際
に
は
信
頼
し
な
か
っ
た
者
ま
で
が
損
害
の
回
復
を
認

め
ら
れ
る
と
い
う
危
険
性
が
残
さ
れ
る
｝
」
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
信
頼
の
立
証
が
困
難
な
非
個
性
的
市
場
取
引
に
お
い
て
、

そ
の
立
証
を
厳
格
に
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
過
少
な
損
害
填
補
の
危
険
性
（
『
厨
岸
・
哺
冒
」
の
『
８
ョ
己
の
目
且
・
ロ
）
よ
り
は
、

推
定
に
よ
っ
て
生
ず
る
過
大
な
損
害
填
補
の
危
険
性
（
司
厨
【
。
｛
。
こ
の
Ｈ
ｇ
日
で
の
。
⑪
：
Ｃ
ロ
）
の
方
が
よ
り
問
題
が
少
な
い
と
い
う
こ
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と
、
お
よ
び
、
損
害
の
回
復
を
ひ
ろ
く
認
め
る
こ
と
が
私
訴
権
の
も
つ
抑
止
的
目
的
を
果
す
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
す
る
判
断
が
そ

く
蕊
）

の
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
重
要
性
か
ら
信
頼
を
推
定
す
る
こ
と
は
、
内
部
者
取
引
（
法
違
反
）
が
相
手
方
の
取
引
の
原
因
（
・
目
、
島
目
。
（

←
『
自
切
：
：
。
）
と
な
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
そ
れ
が
相
手
方
の
経
済
的
損
失
の
原
因
（
・
冒
⑪
：
：
。
（
牙
の

（
諏
）

の
ｏ
Ｃ
ｐ
Ｃ
日
一
．
一
ｃ
ｍ
⑪
）
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
当
然
に
証
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
も
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
た
場
合
で
も
、
誰
に
対
し
て
、
ど
の
範
囲
で
責
任
を
負
う
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
際
上
、
理
論
上
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

②
違
法
状
態
の
下
で
取
引
を
し
た
者
す
べ
て
に
全
損
害
の
回
復
を
認
め
る
方
法
（
句
昌
一
宛
の
・
・
く
の
ご
〔
。
シ
一
一
『
国
」
の
『
⑪

（
測
）

Ｃ
目
冒
頭
勺
の
『
｝
・
」
・
命
ご
－
．
一
画
感
。
ご
）
非
個
性
的
市
場
で
の
内
部
者
取
引
に
お
け
る
信
頼
お
よ
び
因
果
関
係
の
問
題
を
情
報
の
重

要
性
か
ら
推
定
し
て
い
く
と
い
う
聖
四
宮
『
・
判
決
の
立
場
に
た
て
ば
、
内
部
者
の
違
法
行
為
が
存
す
る
期
間
、
具
体
的
に
は
内
部
者

が
取
引
に
参
加
し
た
時
点
か
ら
内
部
情
報
が
公
開
さ
れ
る
時
点
ま
で
の
間
に
内
部
情
報
を
知
ら
ず
に
取
引
を
し
た
者
は
す
べ
て
内
部

者
の
行
為
（
内
部
者
取
引
）
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
す
べ
て
に
、
蒙
っ
た
全
損
害
に

つ
い
て
内
部
者
に
対
す
る
責
任
追
求
を
認
め
る
方
法
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
内
部
情
報
を
知
ら
ず
に
非
個
性
的
市
場

に
お
い
て
取
引
を
し
た
者
の
中
で
、
事
実
上
た
ま
た
ま
そ
の
取
引
が
内
部
者
の
取
引
と
マ
ッ
チ
し
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
を
区
別

す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
者
に
等
し
く
損
害
の
回
復
を
認
め
る
｝
」
と
に
な
り
、
非
個
性
的
市
場
で
の
内
部
者
取
引
に
お
け
る
信
頼

お
よ
び
因
果
関
係
に
関
す
る
法
理
と
の
関
連
か
ら
し
て
も
も
っ
と
も
論
理
的
で
あ
り
、
内
部
者
の
負
う
賠
償
額
も
内
部
者
が
内
部
者

取
引
に
よ
っ
て
得
た
利
益
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
内
部
者
取
引
に
対
す
る
抑
止
的
効
果
の
点
で
も
強
力
な

（
羽
）

手
段
を
提
供
す
る
と
い
う
利
点
を
も
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
部
者
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
責
任
が
課
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
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は
、
そ
の
実
際
的
な
効
果
の
点
で
、
取
締
役
や
役
員
等
が
自
己
の
会
社
の
株
式
を
取
得
す
る
際
に
、
こ
の
よ
う
な
責
任
を
課
さ
れ
る

危
険
性
が
増
大
す
る
こ
と
圭
里
趨
味
し
、
そ
の
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
者
が
自
己
の
会
社
の
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ら
の
者
が
会
社
の
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
は
奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
こ
の

よ
う
な
損
害
回
復
の
方
法
を
認
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
と
な
る
。
さ
ら
に
よ
り
根
本
的
な
理
論
上
の
問
題
と
し
て
は
、
そ
の
よ

う
な
莫
大
な
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
救
済
を
目
的
と
し
た
立
法
（
一
の
巴
⑪
一
目
Ｃ
貝
冨
亘
、
一
員
の
己
の
」
８
ヶ
の
円
の
日
の
」
国
一
）

の
下
で
は
不
当
で
あ
り
、
相
対
取
引
に
つ
い
て
裁
判
所
が
一
貫
し
て
と
っ
て
き
た
解
釈
に
反
し
て
、
勾
已
の
ご
ケ
ー
ロ
を
懲
罰
的
規
定

（
で
目
葺
く
の
２
－
の
）
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
録
夢
。

③
内
部
者
と
当
事
者
関
係
に
あ
る
者
に
の
み
損
害
の
回
復
を
認
め
る
方
法
（
”
の
：
ご
①
ｑ
８
『
寺
。
⑪
の
旨
勺
司
】
ご
旨
二
一
テ
ニ
の

（
似
）

閂
皀
⑪
一
」
の
円
）
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
っ
た
と
し
て
内
部
者
に
対
し
て
損
害
の
賠
償
を
求
め
う
る
の
は
、
実
際
に
内
部

者
と
取
引
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
を
非
個
性
的
市
場
で
の
内
部
者
取
引
に
も
要
求
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
内

部
者
と
当
事
者
関
係
（
冒
冒
ご
）
に
あ
る
者
に
つ
い
て
の
み
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
と
い
う
方
法
は
、
内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任

を
い
わ
ゆ
る
不
法
行
為
理
論
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
場
合
に
、
法
理
論
と
し
て
は
、
も
っ
と
も
伝
統
的
な
法
技
術
的
な
解
釈
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
不
法
行
為
理
論
の
下
で
要
求
さ
れ
る
他
の
要
件
、
す
な
わ
ち
、
信
頼
や
因
果
関
係
の
証
明
に

つ
い
て
も
、
特
別
な
法
理
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
既
存
の
法
理
の
範
囲
内
で
対
処
し
う
る
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
い
う

意
味
で
、
法
理
論
上
も
充
分
に
支
持
さ
れ
う
る
方
法
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
内
部
者
の
賠
償
額
も
或

る
一
定
の
合
理
的
な
範
囲
内
に
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
内
部
者
の
責
任
額
が
莫
大
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
性
質
が
懲
罰
的
な
も

（
犯
）

の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
生
じ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
方
法
の
も
つ
最
大
の
問
題
点
は
、
当
事
者
関
係
が
非
個
性
的
市
場
取

引
に
お
い
て
、
損
害
の
回
復
が
認
め
ら
れ
る
者
と
認
め
ら
れ
な
い
者
と
を
区
別
す
る
基
準
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
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㈹
す
べ
て
の
取
引
者
に
制
限
的
な
損
害
の
回
復
を
認
め
る
方
法
（
口
ヨ
ー
【
の
」
罰
の
。
。
『
の
ご
〔
。
『
エ
ー
ー
『
『
且
の
可
⑪
）
当
事

者
関
係
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
、
非
個
性
的
市
場
取
引
の
性
質
か
ら
み
て
不
合
理
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
損
害

賠
償
請
求
権
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
内
部
者
が
取
引
を
始
め
た
時
か
ら
内
部
情
報
が
開
示
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
内
部
情
報
を
知

ら
ず
に
取
引
を
し
た
者
す
べ
て
に
認
め
る
方
が
よ
り
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
場
合
に
は
内
部
者
に
課
さ
れ
る
賠
償
額
の
問
題

を
ど
う
処
理
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
こ
れ
は
理
論
的
に
は
解
決
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
内

部
者
の
負
う
べ
き
責
任
の
範
囲
を
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
取
引
者
の
蒙
っ
た
損
害
額
で
は
な
く
、
内
部
者
が
得
た
利
益
の
範
囲
に
限

の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
確
か
に
、
内
部
者
は
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
り
、
損
失
を
免
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
取
引
の
相
手
方
、
す
な
わ
ち
、
内
部
者
の
取
引
と
市
場
に
お
い
て
結
果
的
に
マ
ッ
チ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
相
手
方
は
、
内
部
者

が
利
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
取
引
の
相
手
方
と
い
う
意
味
で
他
の
取
引
者
と
区
別
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
取
引
の
相

手
方
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
形
式
的
、
法
技
術
的
意
味
し
か
有
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
の
違
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
、

他
の
者
に
損
害
の
回
復
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
な
お
、
そ
の
者
に
だ
け
そ
れ
を
認
め
る
十
分
な
根
拠
に
な
り
う
る
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
非
個
性
的
市
場
に
お
い
て
は
、
或
る
取
引
の
当
事
者
は
、
集
団
的
に
行
わ
れ
る
そ
の
取
引
に
参
加
し
た
結
果
、
た
ま
た
ま
、

お
互
い
が
そ
の
取
引
の
当
事
者
と
な
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
く
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
当
事
者
間
で
い
わ
ゆ
る
取
引

（
号
四
一
）
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
個
人
的
に
取
引
を
す
る
意
図
が
な
く
、
相
手
方
が
誰
で
あ
る
か

さ
え
知
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
事
者
関
係
と
い
う
も
の
は
、
幻
昌
の
巳
ケ
ー
、
の
下
で
責
任
を
課
す
基
準
と
し
て
は
不
適
切
で

〈
網
）

あ
り
、
不
十
分
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
理
論
上
の
難
点
に
加
』
え
て
、
実
際
に
は
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
取
引
の
相
手
方
を
確
定

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
当
事
者
関
係
を
責
任
の
基
準
と
す
る
こ
と
の
大
き
な
障
害
と

（
帆
）

な
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
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定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
が
は
か
ら
れ
て
お
り
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
ヶ
ー
ス
の
救
済
方
法
に
関
す
る
判
決
で
と
ら

（
帽
）

れ
た
の
も
こ
の
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
損
室
ロ
賠
償
を
求
め
う
る
取
引
者
の
間
に
無
意
味
な
区
別
を
す
る
必
要
が
な

く
、
ま
た
、
内
部
者
を
破
滅
せ
し
め
る
よ
う
な
過
重
な
責
任
を
課
す
こ
と
を
も
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
こ
の
方
法
は
、

内
部
者
に
対
し
て
莫
大
な
額
の
賠
償
責
任
を
課
す
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
る
反
面
、
内
部
者
取
引
の
規
制
に
お
い
て
、
私
的
訴
権

は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
規
制
手
段
だ
と
考
え
る
裁
判
所
に
と
っ
て
は
、
現
在
と
り
う
る
唯
一
の
方
法
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
（
錘
・

（
師
）

こ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
実
際
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
難
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
最
大
の
問
題
は
、
こ
れ
を
法
理
論
上
ど
う

説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
部
者
の
賠
償
額
を
内
部
者
が
得
た
利
益
の
限
度
に
制
限
す
る
こ
と
は
幻
の
叩
胃
目
目
の
法
理

に
よ
っ
て
説
明
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
内
部
者
は
習
一
の
澤
亭
‐
、
に
違
反
し
て
不
当
に
利
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
利
益
は

吐
き
出
さ
せ
る
（
＆
、
西
。
『
、
の
）
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
部
者
か
ら
そ
の
得
た
利
益
を
剥
奪
す
る
こ

と
は
宛
の
：
目
亘
ｃ
ョ
に
よ
っ
て
説
明
し
え
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
利
益
を
す
べ
て
の
取
引
者
の
間
で
分
割
す
る
こ
と
を
説
明

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
取
引
者
に
分
割
す
る
こ
と
が
取
引
者
が
蕊
っ
た
損
害
の
回
復
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が

内
部
者
の
得
た
利
益
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
、
個
々
の
取
引
者
は
必
ず
し
も
全
損
害
の
回
復
を
認
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ

と
の
理
論
上
の
根
拠
が
な
く
な
る
。
損
害
賠
償
請
求
権
を
肯
定
し
な
が
ら
、
そ
の
額
が
あ
ま
り
に
莫
大
な
も
の
に
な
る
と
こ
れ
に
制

限
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
権
者
に
は
特
別
の
損
害
が
生
じ
た
の
だ
と
す
る
主
張
を
放
棄
す
る
結
果
に
な
る
。
結
局
、
こ
の

方
法
を
支
持
す
る
最
後
の
根
拠
は
、
私
訴
権
が
聟
一
の
Ｓ
す
‐
、
の
下
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
規
制
手
段
と
し
て
最
も
有
効
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
理
由
づ
け
は
、
寄
一
の
Ｂ
す
‐
、
の
下
で
黙
示
の
私
訴
権
を
認
め
た
い
わ

ゆ
る
不
法
行
為
理
論
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
施
斫
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四
連
邦
証
券
法
典
案
の
解
決
方
法

ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
の
連
邦
証
券
法
典
案
（
シ
巨
甸
の
：
国
一
ｍ
の
２
１
丘
の
⑪
○
・
」
の
）
は
、
ま
ず
、
内
部
者
取
引
の
違
法
性
を
明

（
伯
）

（
卸
）

文
で
規
定
し
た
う
え
で
（
率
一
四
ｓ
（
四
）
）
、
内
部
者
の
民
事
責
任
に
つ
い
て
、
市
場
取
引
と
相
対
取
引
に
つ
い
て
別
々
に
規
定
し
、
市

場
取
引
の
場
合
に
は
、
内
部
者
は
内
部
者
が
最
初
に
違
法
な
売
付
け
、
ま
た
は
買
付
け
を
し
た
日
と
重
要
な
事
実
が
一
般
に
利
用
さ

れ
う
る
状
態
に
な
っ
た
日
と
の
間
に
買
付
け
ま
た
は
売
付
け
を
し
た
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
ご
←
ｇ

（
則
》

（
ず
）
）
。
内
部
者
取
引
の
場
合
の
み
に
限
ら
ず
、
違
法
な
証
券
取
引
が
行
わ
れ
た
場
ム
ロ
の
違
反
者
の
民
事
責
任
に
つ
い
て
、
相
対
取

引
と
市
場
取
引
を
区
別
し
（
毎
・
の
‐
８
‐
｛
胃
の
ぐ
の
『
、
自
切
目
閂
穴
の
貝
司
目
⑪
：
三
・
コ
）
、
異
っ
た
責
任
要
件
を
定
め
た
の
は
連
邦
証
券
法

典
案
の
基
本
的
特
色
の
一
つ
で
及
脛
、
そ
れ
は
、
組
織
化
さ
れ
た
市
場
に
お
け
る
取
引
は
相
対
取
引
と
異
っ
た
取
扱
い
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
認
識
の
う
え
に
た
っ
て
、
市
場
取
引
に
お
い
て
売
主
、
買
主
の
関
係
を
特
定
す
る
こ
と
が
全
く
偶
然
的

な
意
味
し
か
な
く
、
責
任
要
件
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
と
し
て
、
違
法
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
間
に
取
引
を
し
た
者
す
べ
て
を
等

（
釦
）

し
く
取
扱
露
７
と
い
う
立
場
か
ら
、
違
反
者
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
民
事
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
す

（
別
）

な
わ
ち
、
当
事
者
関
係
（
で
ａ
ご
｝
ご
）
を
責
任
要
件
と
は
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
内
部
者
に
対
し
て
損
害
賠
償

を
請
求
し
う
る
者
の
範
囲
が
拡
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
一
つ
は
、
内
部
者
取

引
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
重
要
な
事
実
が
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
取
引
を
し
な
か
っ
た
者
、
例
え
ば
、
も
し
そ
の
事
実
を
知
っ

て
お
れ
ば
手
持
ち
の
証
券
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
を
免
れ
た
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
者
、
い
わ
ゆ
る
コ
：
‐
す
且
①
旬
に
対

す
る
責
任
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
国
司
二
宮
巨
已
□
：
弓
旨
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
法
典
案
は
違
法
要
件
の
中
で
は
、

証
券
を
売
付
け
る
こ
と
お
よ
び
買
付
け
る
こ
と
と
並
ん
で
証
券
を
保
有
し
続
け
る
こ
と
を
勧
誘
す
る
こ
と
（
（
。
－
コ
目
・
の
二
の
》
。
｝
」
‐

ご
ｍ
・
｛
国
⑪
の
２
１
弓
）
を
も
違
法
と
し
て
い
る
が
（
琶
幽
白
（
“
）
（
」
）
・
亟
屋
＆
（
国
）
）
、
民
事
責
任
に
つ
い
て
は
、
違
反
者
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が
責
任
を
負
う
相
手
方
は
売
主
ま
た
は
買
主
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
毒
鈩
し
た
が
っ
て
、
法
典
案
は
国
一
目
す
：
ョ
の
要
件
を
法

（
弱
）

典
化
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
法
典
案
は
、
非
取
引
者
に
対
す
る
救
済
の
可
能
性
を
全
く
否
定
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。
法
典
案
自
身
が
裁
判
所
に
対
し
て
黙
示
の
私
訴
権
を
認
め
る
権
限
を
残
し
て
お
り
（
琶
一
圏
（
色
）
）
、
非
取
引
者

に
対
す
る
責
任
の
問
題
も
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
い
え
魂
・

他
の
問
題
は
、
違
反
者
（
内
部
者
）
が
負
う
べ
き
責
任
の
脆
囲
で
あ
る
。
法
典
案
は
内
部
者
が
負
う
損
害
賠
償
額
を
内
部
者
が
充

（
釦
）

買
し
た
証
券
の
範
囲
に
限
定
し
〈
》
』
色
函
（
｛
）
）
、
そ
れ
を
権
利
者
の
間
で
按
分
比
例
で
分
配
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
（
》
』
一
ｓ
）
。

こ
の
よ
う
に
、
市
場
取
引
に
お
け
る
損
害
賠
償
額
の
制
限
と
按
分
比
例
（
一
一
ヨ
ー
白
戸
一
・
コ
目
」
日
・
『
”
三
・
コ
。
｛
『
の
・
・
ど
の
旦
冒

目
肖
宍
の
庁
耳
目
、
：
［
一
・
己
）
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
こ
と
も
法
典
案
の
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、
賠
償
額
の
制
限
は
、
違
反
者
は
市
場
取

引
に
関
し
て
、
相
対
取
引
以
上
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
基
本
的
立
場
か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
按
分
比
例
に
よ
っ
て
個
々
の
権
利
者
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
ば
か
り
の
損
害
の
回
復
し
か
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
生
ず
る
こ
と

に
つ
い
て
も
、
こ
の
場
合
の
損
害
の
回
復
は
本
質
的
に
は
違
法
行
為
に
対
す
る
抑
制
手
段
（
』
の
庁
の
『
『
の
三
）
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
損
害
補
償
（
ｇ
Ｂ
ｐ
の
ョ
、
昌
・
二
）
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
一
種
の
僥
倖
（
尋
ご
」
｛
四
一
一
）

（
調
）

で
あ
る
と
解
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

注（
１
）
の
冨
己
一
『
。
『
・
三
①
『
１
一
一
Ｐ
百
号
．
石
一
の
『
：
》
弓
の
目
の
円
陣
⑪
曰
一
号
「
二
？
ち
、
可
・
臣
謁
⑬
（
麓
口
司
．
ご
ゴ
ー
）
本
橋
一
二
口
琉
大
法
学
一
一
四

号
二
九
七
八
）
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
２
）
同
『
ニ
ュ
ロ
ゴ
ご
・
国
『
且
｛
Ｃ
ａ
．
、
怠
司
・
臣
函
ｓ
（
⑤
ニ
ロ
『
・
忌
引
）
．
ｈ
①
『
一
・
」
①
三
の
」
・
召
叩
・
ロ
・
ゴ
ョ
（
』
ｃ
３
）
本
棚
一
二
口
琉
大
法
学
二
四
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（
４
）
箪
伊
・
伊
。
い
い
ご
⑪
の
。
臣
弓
耳
一
の
⑰
、
幻
①
頤
巨
一
昌
一
Ｃ
弓
（
こ
の
弓
の
ご
四
声
の
司
白
［
①
』
い
い
伊
◎
酌
⑬
）
】
『
の
②
Ｉ
］
『
『
』
（
』
②
の
』
）
◎
③
缶
ｃ
⑫
⑰
四
ｍ
⑤
①
Ｉ
酉
的
⑫
ヨ
（
】
垣
⑤
①
）
孕
哩
エ
・

国
司
◎
三
ヶ
の
可
、
。
ｍ
の
ｐ
Ｅ
ユ
丘
の
⑪
Ｆ
竺
竜
、
『
『
四
臣
」
如
叩
同
ｏ
幻
巨
］
の
］
Ｃ
ケ
ー
⑪
（
ず
の
『
の
旨
、
｛
（
の
『
ａ
一
①
』
■
⑪
口
『
Ｃ
ヨ
ヶ
の
『
、
）
》
》
ぬ
。
】
四
片
』
＠
ｍ
（
■
①
『
『
）
．

（
５
）
旨
こ
の
三
画
三
の
『
。
【
Ｃ
色
」
宇
宛
◎
ず
の
『
厨
》
陣
Ｃ
◎
．
。
』
Ｃ
⑪
・
団
．
Ｃ
・
℃
ｓ
（
こ
の
】
）

（
６
）
の
両
○
已
・
『
の
〆
四
い
の
巨
一
【
⑪
巨
一
ロ
ゴ
二
『
Ｄ
Ｃ
・
・
一
つ
時
岡
・
砲
」
歯
箪
⑬
（
穂
二
○
弓
・
］
②
の
巴

（
７
）
本
稿
一
口
琉
大
法
学
二
一
二
号
（
一
九
七
八
）
二
頁
以
下
参
照
。

（
８
）
①
Ｐ
。
⑪
酌
■
（
四
ｍ
ゴ
ー
（
、
巨
已
己
・
時
②
③
や
）
》
穂
、
『
Ｃ
ヨ
ワ
の
円
頒
》
引
・
一
四
（
一
一
画
。
』
（
岸
①
ゴ
ゴ
）
》
一
二
・
勺
昌
三
の
『
・
両
の
」
①
『
四
一
罰
①
、
巨
一
質
ご
ヨ
Ｃ
帛
冒
０

⑪
匙
①
門
弓
同
色
」
旨
硬
（
す
の
『
の
ご
釣
［
［
の
『
ｃ
一
房
二
ｍ
叩
で
昌
員
の
『
）
】
昏
池
（
』
①
⑤
⑫
）
←
。
Ｃ
曰
曰
の
言
一
・
○
『
ミ
ヘ
ト
旨
』
罠
（
這
種
再
皀
甸
『
吻
命
こ
ぎ
蜀
閂
Ｃ
ロ
ロ
碧
己
罰
筐
』
⑯
』
Ｃ
Ｃ
Ｉ
恥

妃
白
②
筐
因
函
：
豆
①
苫
へ
Ｃ
『
『
の
ご
』
ロ
、
旨
、
二
⑯
Ｄ
ｏ
ｇ
「
冒
命
Ｃ
「
や
『
一
員
唇
・
『
←
臣
画
一
の
］
し
。
』
．
⑤
、
⑭
．
①
⑤
酌
（
ｓ
①
、
）
．

（
９
）
⑬
国
『
◎
ヨ
ケ
の
門
、
》
『
・
営
色
（
芦
←
ぬ
。
】
》
で
筥
二
厨
司
四
房
］
Ｃ
①
’

（
、
）
』
国
『
◎
ヨ
ヮ
の
『
函
》
⑪
’
ゴ
（
ぬ
）
ロ
［
匿
司
ｏ
Ｃ
ヨ
ョ
の
三
・
自
己
『
色
目
【
の
』
．
四
戸
Ｓ
ｍ
・

（
ｕ
）
』
国
『
◎
ヨ
ヶ
の
凋
亟
⑭
．
』
呉
巳
⑪
．

（
通
）
勺
巴
員
の
『
ｇ
ご
』
‐
巨
砲
・
后
即
Ｚ
Ｃ
←
の
ご
函
単
エ
色
旦
・
Ｐ
・
因
の
『
・
』
一
国
・
」
←
ぬ
四
‐
』
一
ｍ
←
（
ご
己
）
｝
宍
目
Ｅ
い
り
ご
『
：
（
：
§
の
罰
⑱
Ｐ
員
『
ぬ
言
２
房
Ｉ

Ｃ
》
ロ
智
山
言
い
。
◎
ヨ
、
②
ご
房
Ｃ
「
伊
冒
与
竺
』
ご
》
碑
一
団
巨
切
・
Ｐ
學
君
。
。
←
⑬
》
、
←
１
ｍ
⑭
（
」
ｃ
③
産
）

（
旧
）
シ
【
｛
二
一
鼻
の
」
ご
〔
の
Ｑ
高
の
：
。
｛
ご
菌
ゴ
ご
・
ご
ゴ
ー
（
の
」
⑪
Ｂ
庁
巾
Ｐ
さ
②
己
．
⑫
。
届
庫
・
馬
、
。
Ｑ
・
』
念
⑤
（
ご
局
）
本
稿
三
口
②
注
旧
・
琉
大
法
学

二
四
号
二
九
七
八
）
四
六
頁
参
照
。

号
二
九
七
八
）
一

（
３
）
同
『
二
磐
伜
］

一
五
頁
以
下
参
照
。

三
六
頁
以
下
参
照
。

同
『
。
⑰
【
『
・
田
◎
の
ず
ず
］
』
の
円
。
急
⑭
ご
・
⑪
．
扇
口
患
切
・
○
【
・
屋
ゴ
ヅ
］
哩
患
（
ご
計
）
、
本
稿
二
Ｈ
琉
大
法
学
二
三
号
（
一
九
七
八
）



(
三
）
４
９
５
Ｆ
２
．
２
２
８
，
２
４
０
（
2
．
C
i
r
、
1
9
7
4
）

(
望
）
N
o
t
e
，
Ｓ
Ａ
ｑ
Ｐ
ｉ
ｒ
ｏ
ｖ
・
Ｍ
ｅ
『
γ
f
〃
Ｌ
ﾂ
Ｍ
ｉ
，
P
i
e
r
C
e
，
F
e
I
z
"
Ｂ
ｒ
＆
Ｓ
獅
肋
，
ｈ
ｃ
.
－
T
j
p
p
e
r
u
M
7
i
”
“
Ｌ
ｉ
ｎ
Ｍ
叩
Ｕ
Ｍ
ｅ
ｒ
ｌ
Ｍ
ｅ

ｌ
Ｏ
ｂ
－
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，
２
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Ｓ
ｗ
Ｌ
Ｊ
、
4
6
9
Ｌ
鰯
５
（
1
9
7
5
）

(＝）Note，Secur雌ｓＬａｍ－Ｓｅｃ処ＴｉｔｊｅｓＦｒ“d-Proo／ｏ／CatJs⑥tio泥ｉ〃Iル５Mndjsclosu｢ｅｃｕ…ん､”加冗ｇＴｒｕｄ蝿”

肋
p
e
T
S
O
m
z
l
M
u
r
M
S
，
３
，
Ｍ
日
耐
､
L
R
e
v
l
2
2
，
１
２
８
（
1
9
7
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)
．

(
室
）
４
９
５
Ｆ
､
２
．
２
２
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，
鯉
（
2
.
Ｃ
ｉ
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.
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）

(
＝
）
j
D
i
c
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．

(＝）C0mmenM)umogesloUhi`ｌｆＷｍｃｄＴ｢adersんrlizsｺﾞｄｅｒＴＴＭ"ｇｏＭ狐lD2rso“！Ｅ罪cAu"ge，７４Colum，ＬＲｅｖ－鯛，

３
０
９
（
1
9
7
4
）

(富）Comment，jBBce加川ⅢichqlBri…i･"ｓｏ/ＳＥＣｊＭｅＺル５，６３CoIumLRev・脳,別2(1963)；Comment，ｓｕｐｒｕｎｏｔｅ８，ａｔ

676；Painter，atlO3-125;ConmDeJut，ＳＥＣＥ"/brcem…ｏｆｔｈｅｌＭｅｎ卜５１ＭｇｆｏＤｉｓｃ/ｏｓｃＭａｌｅｒｊｕノル､/Minutio,ｎ－Ｒｅ醜ｅ－
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ｊ
ｅ
ｓ
ｕ
ｎ
ｄ
ｌ
ｈ
ｅ
Ｔ
ｅ
工
Ｄ
３
Ｇ
ｕ
〃
Ｓ
皿
l
P
A
u
r
C
o
s
e
，
６
５
M
i
c
h
・
Ｌ
Ｒ
ｅ
ｖ
､
９
４
４
，
９
６
０
（
1
9
6
7
)
；
K
n
a
u
s
s
，
s
t
u
p
r
u
n
o
t
e
l
2
，
ａ
ｔ
５
７
；
C
o
m
m
e
n
t
、

F
o
s
h
i
o
〃
i
"
ｇ
ａ
Ｌ
ｊ
‘
ん
ｒ
Ｐ
ｕ
Ｍ
ｏ
ｍ
,
Ｓ
Ｂ
Ｃ
え
：
Ａ
Ｌ
２
ｇ
ｊ
ｉ
ｉ
ｍ
ｑ
Ｉ
ｅ
Ｒ
ｏ
ｌ
ｅ
／
ｂ
ｒ
ｌ
Ｍ
ｅ
１
ル
５
ｉ
〃
Ｐ
ｒ
ｉ
Ｄ
…
A
c
l
i
o
嗣
ｓ
ａ
ｇ
ａ
ｉ
"
ｓ
Ｍ
Ｗ
ｄ
ｅ
ｒ
Ｔ
ｒ
ｕ
ｄ
ｊ
卸
ｇ

ｏ
〃
m
j
V
u
t
姉
ロ
ノ
S
t
o
c
A
勘
c
ﾉ
i
a
n
g
e
，
ｌ
６
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｌ
・
R
e
v
，
４
０
５
，
４
１
０
（
1
9
6
9
）
；
N
o
t
e
・
Ａ
Ｓ
腿
g
g
e
s
l
M
L
o
c
材
ｓ
ｏ
／
R
e
c
o
p
e
r
J
『
冗
M
u
l
j
o
"
‐

ａｌＥ"cﾑα"gcVioluz2io加ｓｏｆｌＭｅｊＯｂ－５，５４CornellLRev，306.307-309（1969)；Comment，胸sjdBIPs，ＬｊａＭｉｌＵＵＭｃｒ

Ｒ
ｕ
ｌ
ｅ
Ｉ
Ⅲ
５
／
ｂ
ｒ
ｌ
ｈ
ｅ
Ｈ
ｌ
ｅ
ｇ
ｑ
ｌ
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ｃ
A
c
l
s
c
u
／
A
c
t
i
u
B
l
y
T
了
⑨
｡
ご
d
S
e
c
u
r
j
l
i
e
s
，
７
８
Ｙ
ａ
ｌ
ｅ
Ｌ
.
』
、
８
６
４
，
８
７
３
（
1
9
6
9
)
；
N
o
t
e
，
ｓ
皿
p
r
q
n
o
t
e

l
2
a
t
l
4
2
3
-
1
4
2
4
；
C
o
m
m
e
n
t
，
ｓ
ｕ
ｐ
ｒ
ａ
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
ｌ
９
，
ａ
ｔ
３
１
６
ｉ
Ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
，
M
l
9
i
t
i
"
ｇ
ｌ
Ａ
ｅ
Ｐ
ｌ
ｐ
ｉ
"
Ｉ
Ｗ
Ｃ
!
…
：
j
M
e
I
O
6
-
5
u
M
I
j
i
e
F
c
d
e
M

S
e
c
m
I
i
e
s
C
o
d
e
，
７
２
M
i
c
A
L
・
R
C
D
、
1
3
9
8
.
1
4
2
9
-
1
4
3
1
（
1
9
7
4
)
；
R
a
t
n
e
r
，
F
e
d
e
r
ロ
ノ
α
"
ｄ
Ｓ
ｉ
ａ
ｉ
ｅ
Ｒ
ｏ
ｌ
ｃ
ｓ
ｉ
〃
I
h
c
R
e
g
u
l
u
l
i
o
〃
ｏ
／
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I
i
z
s
f
d
c
r
T
r
o
d
i
〃
９
，
３
１
B
u
s
・
Ｌ
ａ
ｗ
、
９
４
７
，
９
６
０
（
1
9
7
6
）

(
詞
）
３
B
r
o
m
b
e
r
g
，
9
８
（
７
）
（
２
）
ａ
ｔ
２
Ｉ
７
（
1
9
7
7
)
；
C
o
m
m
e
n
t
，
ｓ
卿
ｐ
ｍ
ｌ
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
ｌ
９
，
ａ
ｔ
3
1
0
．

偶
）
P
a
i
n
t
e
r
，
ａ
ｔ
ｌ
２
２

(
雷
）
P
a
i
n
t
e
r
，
a
t
l
O
9
-
i
l
O
；
C
o
m
m
e
n
t
，
s
u
p
r
u
n
o
t
e
2
0
，
６
３
C
o
l
u
m
,
Ｌ
Ｒ
ｅ
ｖ
、
９
３
４
，
９
４
１
（
1
9
6
3
)
；
N
o
t
e
，
ｓ
迦
ｐ
ｒ
ａ
ｎ
⑪
ｔ
ｅ
ｌ
２
，
ａ
ｔ

１
４
２
３
，
．
１
４
．

(
罰
）
P
a
i
n
t
e
r
，
ａ
ｔ
ｌ
Ｏ
９
；
C
o
m
m
e
n
t
，
ｓ
ｕ
ｐ
ｒ
ｕ
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
８
，
ａ
ｔ
6
7
5
=
6
7
6
；
C
o
m
m
e
n
t
，
ｓ
卿
ｐ
ｒ
ｕ
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
２
０
，
ｌ
６
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｌ
Ｒ
ｅ
ｖ
､
4
0
5
,
4
0
9
-

4
1
0
（
1
9
6
9
)
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N
o
t
e
，
s
u
p
r
o
n
o
t
e
l
2
，
ａ
ｔ
1
4
2
3
,
.
1
4
．

(患）PaiIlte1．，ａｔ284；Knauss，ｓ翅pranotel2，ａｔ５６；Note，ｓｕｐｒｎｎｏｔｅｌ２・ａｔ1424,.14；Note，suPruI1ote20・７２
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s
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p
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）
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ａ
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皿
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o
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o
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ａ
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（瀕頚）罰誕ｅ｜一筆露悪晉榊篭巨岬十一鱒⑪｜寂「一Ｋト②、



琉大法学第25号 (1979） 6０

（
妬
）
本
稿
三
口
琉
大
法
学
二
四
号
（
一
九
七
八
）
三
五
頁
。
な
お
、
不
開
示
お
よ
び
非
個
性
的
市
場
で
の
欺
岡
行
為
に
つ
い
て
と
く
に
信
頼
の
推
定
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
Ｚ
。
万
・
《
票
の
影
忌
目
：
詞
圏
員
「
⑤
ミ
ミ
言
も
『
ご
貝
⑮
」
貝
ご
ョ
②
§
烏
『
功
向
。
罰
員
⑱
』
ニ
ー
軌
》
患

霞
山
『
魚

二回、ゴー、￣、￣、￣、グー、￣、アー、〆～戸凸～－－戸一、ニーー￣、

４９４８４７４６４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６
－〆～〆、－－、－〆－戸-,-〆昌一〆－〆、－戸－，－〆、=〆－〆

Ｆ
・
河
の
ぐ
。
、
⑪
←
つ
む
司
巴
・

Ｚ
。
〔
。
②
種
ご
『
自
二
Ｃ
冨
喚
酔

単
ロ
『
Ｃ
ヨ
ワ
の
円
中
率
い
・
ヨ

ｃ
ｃ
ヨ
ヨ
の
貝
つ
い
筐
ご
『
ロ
ロ
。
（
の

亭
匙
・
質
曽
醇
勺
昌
員
①
『
・
色
【
扁
閣
・

辱
匙
、
貝
ご
鱒
宅
回
旨
一
の
『
・
■
一
」
后
．

、
団
○
ご
・
『
の
〆
画
、
。
こ
｛
⑪
已
一
ロ
ゴ
臣
『
Ｃ
◎
・
Ｃ

Ｏ
Ｃ
ヨ
ヨ
の
二
（
》
⑫
種
ご
『
ロ
ゴ
◎
后
】
Ｐ
四
［
閨
一
一
・

闇冒冒冒冒○－－－－

＜ＰｐＯｐ２ＢＯ
Ｏ－－～Ｆや

写
莨
．
。
ｇ
ご
切
・

、
の
＠
国
ｇ
〔
】
扇
己
①
『
②
．
：
ご
【
。
』
一
い
⑤
一
ｃ
ｍ
の
乏
夛
：
【
『
且
冒
頭
〕

（
②
）
〔
。
の
こ
の
可
画
一
〕
戸
】
い
皀
ゴ
ー
ロ
ミ
｛
二
一
｛
。
『
色
コ
ヨ
⑪
罠
の
『
［
。
⑪
の
一
一
・
ケ
巨
臣
。
。
『
ご
」
巳
ら
の
［
ず
①
二
．
一
」
冒
頭
ｏ
｛
由
⑪
の
、
ニ
ユ
ロ
。
｛
芽
①
】
い
ゅ
こ
の
『
っ

尋
匙
．

夢
昼
甸
胃
函
つ
⑪
．

亭
匙
．

四
一
一
０
四
］
ぬ
。

９９
－

￣

●

四
斤
⑪
④
Ｃ
Ｉ
ｍ
③
】
・

（
』
）
■
《
稗
苫
⑪
０
門
得
①
ｏ
率
い
・
ゴ
（
ぬ
）
回
【
閃
』
司
・

←
む
つ
■
（
⑭
ｃ
『
。

函
】
砲
田
，
⑫
臣
ロ
ャ
ゴ
ヨ
③
⑬
０
℃
←
（
」
①
『
つ
）
。



アメリカにおける内部者取引規制の法理（島袋）6１
一
帛
訂
【
：
竃
⑰
四
｛
：
【
。
【
⑩
口
：
旨
一
⑪
一
顧
己
［
旨
：
。
①
三
】
晏
司
の
：
：
【
３
晏
の
一
⑪
：
閂
Ｃ
『
夢
の
、
の
ｎ
局
】
ご
暮
色
一
雨
：
卉
碩
①
弓
の
圖
二
罠

岱
ご
Ｐ
一
一
：
｝
Ｐ
冨
口
｝
の
、
⑰
（
』
）
芽
①
旨
⑰
三
国
ず
の
一
一
の
ご
巾
ｍ
・
回
ロ
」
爵
⑪
『
の
：
。
息
こ
の
胃
Ｃ
目
」
８
ケ
の
」
旨
く
句
・
号
買
晏
の
用
：
［
厨
、
①
口
の
目
｝
一
望

回
ご
巴
］
煙
匡
の
。
Ｈ
（
碑
〉
】
。
｛
庁
ラ
の
守
已
弩
の
円
・
叩
の
一
一
の
曰
○
司
与
。
｝
」
の
『
（
。
『
言
い
■
ぬ
の
貝
冒
す
②
口
、
回
り
三
．
ロ
）
厨
己
①
二
二
（
一
の
」
・
（
シ
）
号
①
ヨ
ー

、
昼
の
Ｈ
す
①
一
】
①
『
①
⑪
。
、
二
」
ず
四
ｍ
届
①
回
、
◎
口
■
こ
の
、
『
●
臣
ヨ
ニ
８
ケ
の
一
コ
の
ご
Ｐ
昏
四
庁
号
凹
【
で
の
円
⑩
Ｃ
ロ
云
弓
。
ご
こ
い
耳
包
。
『
〈
国
〉
号
回
一
己
の
『
⑰
。
二
目
｛
②
○
片

百
。
多
「
⑫
再
｛
『
Ｃ
ョ
岳
の
言
い
区
の
『
Ｃ
Ｈ
Ｃ
岳
の
『
乏
厨
の
．

（
帥
）
連
邦
証
券
法
典
案
は
市
場
取
引
と
相
対
取
引
の
区
別
の
基
準
を
売
主
と
買
主
を
確
定
す
る
こ
と
が
実
質
的
に
偶
然
的
（
［
・
同
冒
茸
目
⑰
）
な
も
の
か

否
か
に
求
め
て
い
る
。
の
：
、
。
。
⑫
．
Ｅ
曰
く
画
）
（
す
）
・
雇
局
（
ロ
）
（
ず
）
’
・
次
注
参
照
。

（
皿
）
⑰
の
。
．
》
←
Ｃ
砲
〔
□
の
。
①
亘
旨
の
ｍ
ｐ
－
の
切
目
」
ご
宮
司
。
》
；
の
⑩
〕

（
ず
）
〔
『
『
：
い
：
ご
●
二
叩
①
｛
｛
①
貝
の
』
ご
［
ず
の
ロ
］
回
『
宍
①
一
ｍ
〕
』
｛
弓
の
弓
：
い
：
庁
】
：
一
叩
の
館
：
肩
」
旨
毎
日
目
。
①
『
晏
貰
電
：
匡
日
鼻
の
号
の

ョ
卸
言
う
旨
い
。
〔
す
Ｅ
］
の
円
い
色
己
」
⑪
①
］
］
①
問
い
、
房
ず
、
冨
員
冒
二
］
［
臣
『
冒
一
Ｓ
Ｅ
ｍ
・
囚
、
の
一
一
の
門
。
『
ず
已
巨
の
『
二
二
Ｃ
ａ
。
］
胃
の
⑪
ｍ
の
。
ご
◎
二
冨
旨
（
色
）
（
］
）

。
『
』
酉
Ｃ
』
一
四
）
一
ｍ
二
ｍ
す
］
①
｛
。
円
」
色
閂
ロ
釣
硬
の
叩
弁
。
ゆ
で
①
吋
囚
○
ヨ
ニ
ヨ
ゲ
◎
ず
巨
瑁
⑪
。
『
、
の
一
一
い
ず
①
ワ
ミ
の
①
三
（
民
）
【
ず
の
」
画
竜
乏
与
の
二
（
ず
の
」
①
｛
①
ご
」
色
旨
［

塵
『
⑩
【
目
百
毛
百
一
一
臣
、
①
二
⑫
。
河
ご
こ
い
：
」
（
、
）
号
の
こ
こ
乏
烹
。
四
一
一
曰
質
の
１
ロ
ー
｛
：
言
⑪
（
。
『
〔
：
（
⑪
。
｛
：
の
、
旨
］
⑩
侭
己
印
□
目
月
・
ヨ
号
①

。
；
の
ｃ
｛
い
①
ｏ
邑
目
】
』
つ
単
〈
図
）
）
す
①
８
ョ
①
曲
目
の
『
画
一
一
嗜
瞥
昌
一
号
一
の
一
菖
昌
ご
号
の
ロ
］
２
コ
目
頤
Ｃ
［
：
。
ご
●
ご
屋
冨
（
」
）
・

｛
記
）
シ
ド
』
両
の
」
の
国
一
ｍ
の
目
『
三
の
⑪
。
。
」
の
》
巨
芹
『
Ｃ
二
月
ご
旦
三
①
ョ
。
『
：
旦
巨
冒
回
【
ご
】
】
・
貫
三
（
目
の
貝
・
□
『
四
｛
斤
三
。
⑬
・
二
ｍ
『
、
壺
屋
園
）
・

一
塊
）
シ
ロ
。
。
」
①
》
い
巨
冒
四
目
庁
の
認
・
冒
す
Ｃ
」
：
ｓ
こ
こ
の
三
．
弓
：
」
已
己
貰
鴬
三
・
》
」
さ
』
壹
○
Ｃ
ヨ
ョ
①
貝
（
再
）
‐
（
⑭
）
具
ゴ
ー
・

（
別
）
Ｚ
。
【
Ｐ
ト
冒
蔓
巷
南
等
⑩
、
ヘ
ミ
ミ
（
『
。
』
：
切
明
記
貝
⑩
』
＆
‐
凹
冒
皇
暮
⑩
甸
凰
ミ
ミ
切
図
ミ
ミ
爵
。
◎
烏
・
忍
冨
冒
ラ
．
Ｆ
・
幻
⑦
ご
・
】
患
ｍ
・
匡
ヨ
（
岳
④
ゴ
ー
）
・

（
弱
）
》
匡
烏
（
②
｝
は
農
：
…
’
一
一
号
｜
の
冒
三
⑪
冒
望
の
司
自
⑪
の
二
の
『
：
！
‐
》
》
と
し
て
い
る
し
、
》
」
さ
碑
（
ワ
）
は
量
‐
‐
…
‐
一
一
：
］
の
【
。
『
：
【
冒
狼
の
叩

【
・
画
已
の
同
⑩
：
一
島
・
官
増
の
貝
、
。
｝
一
切
１
１
３
と
し
て
い
る
。
注
矼
参
照
。
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（
詔
）
⑪
①
。
．
』
一
つ
碑
（
｛
）
〔
三
：
：
『
の
。
｛
」
画
ョ
畠
①
⑪
〕

（
聰
）
田
Ｃ
『
で
こ
『
で
。
⑪
の
。
｛
叩
の
Ｃ
己
Ｃ
二
】
一
つ
砲
（
ず
）
・
号
の
己
の
四
ｍ
こ
『
の
。
｛
二
四
ヨ
餌
函
の
⑪
四
ｍ
」
の
【
ヨ
ニ
ヨ
ロ
、
『
回
頃
『
回
ロ
ゴ
｛
』
）
一
ｍ

（
国
）
Ｆ
旨
二
富
」
（
．
‐
‐
‐
‐
‐
）
（
。
《
ず
命
の
〆
一
の
三
Ｃ
｛
［
ラ
の
⑪
、
。
巨
司
一
二
①
い
晏
呉
こ
の
」
の
｛
の
言
」
凸
己
芹
⑪
。
一
己
。
『
壱
○
巨
元
ゴ
［
・

（
調
）
シ
Ｆ
『
Ｏ
◎
」
①
・
管
ご
『
ロ
。
◎
房
、
鞘
・
『
ロ
［
『
Ｃ
二
月
｛
。
『
琶
二
命
ョ
ｃ
『
図
冨
」
臣
曰
・
凸
［
〆
菖
一
・
・
》
］
←
Ｃ
Ｐ
（
ｕ
○
日
目
の
貝
（
、
）
｛
四
）
．

孟段扇吊
、＝〆 、－〆、－〆

当
初
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
お
け
る
不
法
行
為
法
上
の
詐
欺
の
法
理
に
依
拠
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
内
部
者
取
引
に
対
す
る
規
制
は
、

証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
夷
巨
一
の
Ｓ
７
ｍ
の
下
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
限
界
を
こ
え
て
著
し
く
拡
大
、
強
化
さ

れ
た
。
ま
ず
、
内
部
者
取
引
を
違
法
だ
と
す
る
違
法
要
件
に
関
す
る
法
理
の
面
で
は
、
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁
止
規
定
の
解
釈
は
、

買
主
注
意
せ
よ
の
原
理
（
己
三
一
・
ｍ
。
ご
耳
・
｛
８
ぐ
の
胃
の
①
目
官
・
円
）
に
代
え
て
完
全
開
示
の
原
理
（
で
三
一
・
ｍ
。
ｓ
ご
Ｃ
［
【
口
一
一
ｓ
の
‐

、
－
．
，
胃
の
）
を
基
礎
と
し
て
、
法
技
術
的
、
制
限
的
に
で
は
な
く
、
投
資
者
保
護
と
い
う
法
の
第
一
義
的
目
的
に
照
し
て
緩
や
か
に

な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
指
導
理
念
に
よ
っ
て
、
取
引
地
位
の
対
等
化
（
且
冒
一
：
ご
目
・
｛
冨
弓
恩
一
三
コ
、
已
・
君
の
『
）
と
い
う
観

点
か
ら
内
部
者
取
引
の
違
法
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
信
任
関
係
（
｛
一
冒
臼
回
ご
円
の
一
目
目
）
の
法
理
の
も
つ
限

（
帥
）

（
団
）

界
を
こ
え
て
、
ひ
ろ
人
胸
部
者
取
引
を
規
制
す
る
道
が
開
か
れ
た
。
そ
し
て
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
お
よ
び
一
プ
キ
サ
ス
、

（
唾
｝

ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
に
よ
っ
て
、
自
由
、
公
開
市
場
の
確
保
と
投
資
者
保
護
と
い
う
証
券
取
引
所
法
の
基
本
理
念
か
ら
、

両
巨
一
の
Ｓ
ご
‐
、
の
核
心
は
、
情
報
お
よ
び
投
資
に
対
す
る
報
酬
の
対
等
化
（
２
目
一
一
Ｎ
目
。
。
●
［
旨
（
・
『
：
二
。
二
目
」
：
：
、
⑪
（
。

結
験

四
【
岸
←
〕
の
Ｉ
】
←
】
司
・

⑪
①
。
』
一
つ
碑
（

Ｚ
２
Ｐ
鈎
置
で
『
自
己
Ｃ
肩
、
一
・
回
（
再
←
」
①
。

シ
Ｆ
］
Ｃ
●
二
①
》
』
§
『
ロ
ロ
○
斤
の
び
昶
・
百
一
『
。
』
臣
。
《
ｃ
こ
こ
の
日
。
『
：
」
■
ョ
・
昌
莨
一
・
》
】
←
つ
い
０
．
ヨ
ョ
の
貝
（
函
）
貰
己
》
ｚ
◎
庁
の
．
：
ご
ヨ
ロ
◎
肩
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（
鱒
）

旨
こ
の
ｍ
目
の
員
司
：
胃
』
）
に
あ
り
、
内
部
者
取
引
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
違
法
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
、
証
券
取
引

所
法
が
本
来
そ
の
規
制
の
対
象
と
す
る
証
券
取
引
所
や
活
発
な
店
頭
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
を
規
制
す
る
た
め
の
法
理
が
、
い

わ
ゆ
る
関
示
ま
た
は
断
念
の
原
則
（
ニ
ュ
ー
⑪
。
｝
。
⑪
の
Ｃ
『
：
、
冨
冒
署
昌
一
の
）
と
い
う
形
・
で
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

違
法
要
件
の
面
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
法
理
の
発
展
の
う
え
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
が
連
邦
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）

の
審
決
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
差
止
命
令
を
求
め
た
事
件
に
か
か
る
判
決
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
判
決
が

詐
欺
禁
止
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
詐
欺
の
要
件
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
の
目
的
に
照
し
て
緩
や
か
な

解
釈
を
と
る
べ
き
だ
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
救
済
が
、
衡
平
法
上
の
、
あ
る
い
は
予
防
的
な
救
済

（
２
昌
国
ラ
｜
の
。
同
日
◎
つ
ど
｝
：
芹
旨
司
の
｜
】
の
｛
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
ぬ
認
。
た
だ
、
こ

れ
ら
の
判
決
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
内
部
者
取
引
の
違
法
性
が
新
し
い
原
理
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
遮
法
行
為
に

対
す
る
救
済
（
『
の
ョ
の
身
）
の
面
で
、
私
人
に
よ
る
訴
え
を
否
定
す
る
作
用
を
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
私
人
に
よ
る
訴
え
を
助

成
し
、
こ
の
私
訴
が
さ
ら
に
内
部
者
取
引
の
規
制
を
強
化
し
、
そ
の
法
理
の
発
展
を
も
た
ら
す
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
に
お
け
る
特
色
と
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
部
者
取
引
の
規
制
に
お
い
て
、

私
人
に
よ
る
訴
え
が
規
制
手
段
と
し
て
い
か
に
重
視
さ
れ
て
き
た
か
は
、
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
が
民
事
責
任
に
関
す
る
明
文

の
規
定
を
お
い
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
同
条
項
の
制
定
過
程
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
議
会
が
そ
の
制
定
に
際
し
て
同
条
項
に
基

づ
く
私
訴
権
に
つ
い
て
考
慮
し
た
形
跡
は
な
く
、
同
様
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
幻
巨
｝
の
Ｓ
７
ｍ
を
制
定
し
た
際
に
こ
の
規
則
に
基
づ
く
私
訴

権
を
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
も
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
判
例
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
黙
示
の
私
訴
権
（
一
ョ
で
一
一
の
」
頁
一
岳
一
の

１
函
三
。
｛
：
【
一
目
）
が
認
め
ら
れ
、
現
在
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
の
中
で
そ
れ
は
確
立
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る

｝
）
（
塵
に
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
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黙
示
の
私
訴
権
を
認
め
る
際
に
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
ゴ
モ
ン
・
ロ
－
の
不
法
行
為
に
関
す
る
ル
ー
ル
で
あ
り
（
い
わ
ゆ
る
不
法
行

為
理
論
１
８
１
ｓ
の
。
こ
）
、
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
蕊
っ
た
損
害
の
賠
償
請
求
と
い
う
形
で
私
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
損
害
の
填
補
を
受
け
る
に
必
要
と
さ
れ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
要
件
に
倣
っ
た
要
件
を
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と

考
え
ら
れ
た
。
こ
の
要
件
の
立
証
に
関
し
て
は
、
相
対
取
引
に
つ
い
て
は
特
別
の
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
証
券
取
引
所
や
活
発
な
店

頭
市
場
の
よ
う
な
非
個
性
的
（
冒
已
の
；
・
三
色
一
）
市
場
に
お
け
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
理
論
上
解
決
困
難
な
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い

た
。
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
は
、
違
法
要
件
に
関
し
て
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
救
済
方
法
の
面

に
お
い
て
も
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
、
内
部
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問

題
を
現
実
の
問
題
と
し
て
提
起
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
あ
る
論
者
は
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
事
件
を
、
そ
れ
が
幻
已
の

こ
す
‐
、
の
司
法
的
拡
大
の
終
り
の
始
ま
り
（
岳
の
す
の
噸
ご
己
口
頭
Ｃ
帛
二
の
⑦
ゴ
ー
Ｃ
｛
一
己
目
四
一
の
苔
目
⑪
一
。
。
Ｃ
｛
『
巨
一
の
Ｓ
ケ
ー
、
）
を
つ

げ
る
合
図
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
い
、
も
し
、
不
開
示
に
対
す
る
救
済
が
国
法
証
券
取
引
所
（
息
二
・
コ
四
一
の
〆
・
旨
。
、
の
）
に
お

け
る
取
引
に
つ
い
て
個
人
的
な
損
害
の
回
復
を
与
え
る
と
こ
ろ
ま
で
拡
大
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
生
ず
る
司
法
上
、
行
政
上
の

混
乱
（
旨
」
一
・
一
四
一
四
二
二
且
ヨ
ヨ
ー
⑪
｛
『
：
く
の
。
訂
。
、
）
は
、
議
会
の
幻
巨
一
の
Ｓ
ケ
ー
ヮ
に
対
す
る
再
検
討
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
か

（
髄
）

も
し
れ
な
い
と
評
し
た
が
、
非
個
性
的
市
場
に
お
い
て
内
部
者
取
引
が
行
わ
れ
た
場
△
口
の
内
部
者
の
民
事
責
任
に
つ
い
て
Ｃ
・
ヨ
ョ
の
ゴ
ー

目
。
『
の
間
で
多
く
の
議
論
が
生
じ
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
本
質
と
こ
れ
に
対
す
る
有
効
、
妥
当
な
救
済
方
法

如
何
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
関
し
て
内
部
者
の
民
事
責
任
を
認
め
る
に
つ
い
て

は
、
損
害
賠
償
請
求
訴
権
の
要
件
の
立
証
の
点
で
多
く
の
論
理
上
の
難
点
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内

部
者
取
引
は
、
い
わ
ば
、
証
券
市
場
組
織
全
体
に
対
す
る
侵
害
行
為
で
あ
り
、
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
特
定
の
者
が
損
害
を
蒙
る
と

い
う
よ
り
も
、
内
部
者
が
連
邦
法
の
下
で
連
邦
機
関
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
公
の
市
場
を
不
正
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不



6５ アメリカにおける内部者取引規制の法理（島袋）
当
な
利
益
を
得
る
と
こ
ろ
に
内
部
者
取
引
の
違
法
性
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
り
、
内
部
者
が
得
た
利
益
は
当
然
剥
奪
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
の
方
法
と
し
て
個
々
人
に
損
害
の
回
復
を
認
め
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
○
・
ヨ
ョ
の
員
貰
・
可
の
間

（
戯
）

で
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
論
理
的
（
四
目
｝
旨
目
二
竜
）
に
は
説
得
力
を
も
つ
も

の
と
さ
れ
な
が
ら
極
、
そ
の
結
果
は
、
証
券
取
引
所
法
が
本
来
規
制
の
対
象
と
す
る
証
券
取
引
所
や
店
頭
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取

（
卸
）

引
に
対
す
る
重
要
な
規
制
手
段
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
裁
判
所
の
と
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
も
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
に
お
け
る
大
き
力
特
色
と
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

判
例
は
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
対
す
る
場
合
の
損
害
賠
償
請
求
訴
権
の
要
件
に
関
し
て
、
そ
れ
な
り
の
法
理

（
、
）

の
展
開
を
試
み
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
論
理
的
に
す
べ
て
の
問
題
を
解
決
し
て
い
る
と
は
い
』
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
判

例
の
状
態
が
、
一
方
で
は
、
立
法
に
よ
る
解
決
の
必
要
性
を
現
実
の
も
の
と
し
、
具
体
的
に
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
の
連
邦
証
券
法
典

案
の
中
で
解
決
策
が
提
示
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
麺
・
連
邦
証
券
法
典
案
で
と
ら
れ
て
い
る
賠
償
額
の
制
限
と
按
分
比
例
（
一
目
７

国
：
。
：
」
耳
◎
国
ご
・
。
。
（
局
の
・
・
こ
の
ご
）
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
内
部
者
の
民
事
責
任
を
認
め
よ
う
と
す
る
方
法
は
、
民
事
責
任

を
認
め
る
場
合
に
と
り
う
る
も
っ
と
も
妥
当
な
方
法
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
の
民
事
責
任
を
損
害
賠
償
責
任
と
し
て

捉
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
損
害
の
填
補
と
い
う
観
点
か
ら
は
ど
う
し
て
も
説
明
し
え
な
い
論
理
上
の
難
点
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
結

局
、
こ
の
場
合
に
民
事
責
任
を
認
め
る
こ
と
の
最
後
の
論
拠
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
内
部
者
取
引
を
抑
止
し
、
不
正
に
利
得
す
る

こ
と
を
回
避
す
る
効
果
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
麺
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
は
、
非
個
性
的
市
場
に
お
け
る
取
引
は
、
相
対
取
引
を
前
提
と
す
る
既
存
の
法
理

で
は
処
理
し
え
な
い
新
し
い
事
態
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
規
制
に
つ
い
て
も
、
こ
の
新
し
い
事
態
に
即
し
た
法
理

の
発
展
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
内
部
者
が
得
た
利
益
は
不
法
な
も
の
で
あ
り
、
当
然
に
剥
奪
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さ
れ
な
け
れ
ば
な
」
ｂ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
問
題
は
、
こ
の
利
益
を
誰
が
ど
の
よ
う
な
手

段
に
よ
っ
て
内
部
者
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
、
実
際
上
、
理
論
上
、
最
も
有
効
、
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
損
害
賠

償
と
い
う
形
で
私
訴
権
を
認
め
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
見
解
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
監
視
、
調
査
権
能
や
差
止
請
求
権
お
よ
び
行
政
処
分
権

（
だ
）

伜
」
ま
か
せ
る
方
が
妥
当
で
あ
娠
一
内
部
者
が
得
た
利
益
は
会
社
へ
返
還
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
、
内
部
者
取
引
規
制
に
あ
て
る
た
め

の
特
別
の
基
金
（
四
ｍ
己
の
。
ご
｝
ヨ
⑪
一
」
①
『
月
且
冒
頭
の
ロ
〔
。
旨
の
ョ
の
員
自
一
｛
）
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
｛
麺
・

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
内
部
者
取
引
に
関
す
る
判
例
の
発
展
を
支
え
た
も
の
は
、
相
対
取
引
に
お
い
て
違
法
と
さ
れ
る
行
為
が
取

引
所
を
通
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
法
で
な
く
な
り
、
当
事
者
に
責
任
を
負
わ
す
道
が
閉
さ
れ
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
い

（
両
）

う
基
本
的
立
場
と
証
券
取
引
所
法
の
ロ
ロ
的
が
投
資
者
の
保
護
に
あ
る
以
上
、
そ
の
法
違
反
に
対
し
て
、
ま
ず
、
投
資
者
に
救
済
手
段

（
沌
）

が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
力
ひ
ら
な
い
と
い
う
基
本
姿
勢
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
か
ら
、
た
と
え
損
害
の
填
補
と
い
う
点
で
は
不

十
分
な
場
合
で
も
、
違
法
行
為
（
内
部
者
取
引
）
を
抑
制
し
、
不
当
な
利
得
を
奪
う
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
個
々
の
投
資
者
に
内
部

者
の
民
事
責
任
弁
追
求
す
る
権
利
を
認
め
よ
う
と
す
る
判
例
や
連
邦
証
券
法
典
案
の
考
え
方
が
生
じ
て
く
る
。
民
事
責
任
規
定
が
救

済
を
目
的
と
す
る
よ
り
も
予
防
を
目
的
と
す
る
も
の
と
し
て
（
官
の
ぐ
の
二
三
こ
の
国
忌
の
『
昏
自
『
の
」
『
の
⑪
巴
ぐ
①
）
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
、
一
九
三
三
年
証
券
法
（
二
の
ｍ
ｏ
２
『
三
の
、
シ
２
。
〔
ご
腿
）
の
民
事
責
任
規
定
の
特
質
と
し
て
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ

（
ね
）

て
い
た
こ
と
も
注
目
に
価
す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
の
発
展
は
、
こ
の
よ
う
な
法
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ

ン
ト
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
私
人
に
よ
る
訴
え
を
認
め
る
こ
と
の
有
効
性
と
必
要
性
を
示
す
好
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
す
で
に
内
部
者
取
引
に
関
す
る
法
律
私
案
ま
で
提
案
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
誠
一
・
こ
の
場
合
に
、
市
場
取
引

に
関
し
て
内
部
者
の
責
任
を
認
め
、
個
々
の
投
資
者
に
何
ら
か
の
損
害
の
回
復
を
認
め
る
た
め
に
は
、
私
人
に
よ
る
訴
訟
を
単
に
損

害
回
復
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
同
時
に
法
の
目
的
を
実
現
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
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（
創
）

な
け
れ
ば
力
ひ
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

照
。

注（
舵
）
、
因
Ｃ
ご
・
『
の
苗
⑪
。
巨
一
｛
の
Ｅ
一
己
宮
司
○
・
Ｊ
さ
』
旬
・
巴
忠
盟
（
凹
已
・
】
『
・
忌
団
）
本
稿
一
口
琉
大
法
学
第
二
一
二
号
（
一
九
七
八
）
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
“
）
芦
因
『
◎
ヨ
ゲ
の
渦
．
》
』
’
ぬ
鼻
③
②
．
』

（
図
）
⑪
同
。
『
．
Ｃ
昌
一
画
一
の
■
言
い
宛
の
の
：
『
Ｃ
テ
ロ
Ｅ
『
’
臼
、
ご
’
ｍ
・
扇
Ｐ
ら
⑬
。
⑭
←
⑪
．
○
【
・
・
日
切
・
爬
麗
（
己
⑤
単
一
←
⑪
因
Ｏ
『
・
『
の
〆
：
。
臣
一
【

、
ニ
ー
ロ
与
巨
『
Ｃ
Ｏ
・
砲
、
鈩
句
・
切
巨
で
で
’
酌
⑤
蝉
⑱
ヨ
ゴ
（
⑪
。
□
・
Ｚ
の
竃
く
○
局
六
つ
』
⑫
②
⑤
）

（
閉
）
本
稿
一
一
琉
大
法
学
第
二
三
号
（
一
九
七
八
）
一
七
頁
参
照
。

（
師
）
Ｚ
。
（
①
・
淫
助
演
函
頭
図
旨
包
伊
：
：
Ｃ
「
再
月
：
⑯
『
瞠
冒
」
ご
貝
（
Ｃ
包
具
向
Ｈ
：
§
ぬ
⑮
『
ご
』
目
ご
富
旦
詞
具
①
。
。
》
１
ｍ
。
⑰
一
○
○
日
の
二
缶
・
詞
の
ご
・
』
Ｃ
Ｐ

（
印
）
本
稿
一
口
琉
大
法
学
第
二
二
号
（
一
九
七
七
）
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
田
）
旨
三
の
三
色
：
局
・
｛
○
画
身
．
”
・
す
の
『
厨
陣
○
・
・
・
ち
ぃ
・
同
，
○
℃
ｓ
く
ら
臼
）
本
稿
一
日
琉
大
法
学
第
二
一
一
一
号
（
一
九
七
八
）
一
一
頁
以
下
参

冗而扇屈扇曽
－戸～〆～ン、－〆～〆ＣＡＤ

〈骨⑨③②）

本
稿
四
口
本
誌
四
七
頁
以
下
参
照
。

Ｃ
Ｏ
ヨ
ョ
①
二
戸
・
助
筐
ご
『
ロ
ゴ
。
【
①
』
Ｐ
色
芹
⑭
』
Ｃ

Ｏ
Ｃ
三
日
の
ヨ
庁
・
助
種
ご
『
色
。
◎
扇
埠
②
。
画
一
単
』
Ｃ
ｌ
哩
衿
』
》
』
国
司
●
ヨ
ケ
①
『
、
。
》
ぬ
，
己
（
函
）
四
片
酌
』
ゴ
（
』
③
ヨ
ヨ
）

本
稿
一
二
口
琉
大
法
学
第
二
四
号
〈
’
九
七
八
）
二
九
頁
以
下
参
照
。

本
稿
四
四
本
誌
五
五
頁
以
下
参
照
。
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